
 

 

宇城地域差別事象に対する  

危機管理マニュアル 
(2026.5.27 改正版) 

一般用 

宇城地域人権危機管理連絡協議会 



 

uki.region 

 1 

  

宇宇城城地地域域差差別別事事象象にに対対すするる危危機機管管理理ママニニュュアアルル（（一一般般））  
 

１１  基基本本事事項項  

  

⑴危機管理の目的           この危機管理マニュアル（以下、「マニュアル」という。）は、地域住民が人権侵害に係る差別事象に遭っ

た場合、問題解決に向け適切に対応するため、いち早く宇城地域における情報共有化を目指し、連絡体制の

整備を行う。また各関係機関が相互に協力し、今後、再発防止の環境作りの構築を目指す。 

 

 

⑵マニュアルの携帯・点検       作成したマニュアルは、日頃から関係者間で共有するとともに、携帯し緊急時に備える。また、社会情勢

の変化等、状況に応じてマニュアルを点検し修正を行う。 

                   また、マニュアルの共通理解をするため、各関係者が定期的に研修会を開き周知徹底を図る。 

 

 

 ⑶マニュアルの適用範囲        このマニュアルは、「宇城地域差別事象に対する危機管理マニュアル」の学校関係者を除くものが関係し

た場合に適用する。 

 

 

 ⑷個人情報の保護           情報の取り扱いにあたっては、個人情報保護に充分留意する。 
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２２  差差別別事事象象発発生生時時のの危危機機管管理理  

⑴差別発生時の初期対応             差別事象発生時には、状況を的確に判断し、このマニュアルに沿って冷静に対処する。（別紙フローチャ

ート図参照） 

 

                   ①差別発言（行為）が発生し、情報が担当課（総務部局）に入った場合は、直ちに所属長に報告する。 

                    また、通報による差別事象の場合は、以下の点に留意して慎重に行う。 

(ｱ)まず、相手の話をよく聞く。自分から話しすぎることなく、相手の話を最後までよく聞く。                                                      

(ｲ)通報の内容を真摯に受け止め、誠意をもって対応する姿勢を示す。                                                            

(ｳ)通報の内容については、正確に確認し記録する。                                               

(ｴ)通報者がどうしてもらいたいのか、思いを聞きだすよう努める。                                                                 

(ｵ)通報者の氏名や連絡先の確認に努める。                                                                                

(ｶ)通報者が、どのような立場にあるのか、把握に努める。                                                                      

(ｷ)複雑な内容の場合、来庁や訪問の約束を取り付けるよう努める。                                                                      

(ｸ)情報の取り扱いにあたっては、個人情報保護に充分留意する。 

 

 

②担当課（総務部局）は、差別発言（行為）を受けた（起こした）当事者から事実確認を行う。 

・差別を受けた（起こした）当事者の感情に十分配慮しながら正確な聴取を行う。（「いつ」「どこで」「だ

れから（だれに）」「どのような場面で」「どんな内容」）                               

                                        ・通報者、被差別者、同席者、差別行為者など、できるかぎり多くの関係者から、事情を聞きとることに

よって事実を確認する。 

                       ・双方の関係者（家族・勤務先）との交渉など必要事項を忘れず対応する。 

・当事者の心のケアが必要と思われる場合は、関係機関（熊本県人権センター）を紹介するなど、応急的

対応を行う。 

                     ・現地の情報を確認すべきと判断したときには、現場に急行して事態の状況把握を行う。 
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                   ③事実確認後、担当課（総務部局）は差別発言を起こした場合の、当事者への指導を行う。 

・差別を起こした者に対して、差別は人として許されない行為であるという基本認識に立ち、説明及び指

導を行うこと。過度の謝罪を求めるなど、感情的な対応にならないように配慮する。 

・情報の行き違いや誤解によって、第２次のトラブル発生も予想されるので、十分注意する。                                       

 

 

                   ④担当課（総務部局）は、所属長へ速報をあげ、教育委員会と共に今後の対応について協議する。また、  

                    情報が錯綜しないよう正確な速報を文書（危機情報連絡表）により作成し、担当係からネットワーク（別

紙 詳細図）により連絡する。 

 

⑵速報後の対応            速報を受けた担当課（総務部局）は、以下の内容について速やかに対応を行う。また、正確な情報収集 

                  （事実確認）や分析に努め、情報を共有化し今後の対応方針などを決定する。また、事件終息のため以下

のことを行う。尚、情報の共有化を図るため、本協議会事務局に文書（危機情報連絡表）により連絡す

る。 

① 原因の調査 

                      ・差別発言に対する情報を整理・記録し原因や問題点を調査する。 

   ・差別を起こした当事者が、匿名のメールや貼紙等で不明な場合も、必要な関係機関と連携・情報共有を

行い、可能な限り特定に努める。  

②再発防止 

・当事者、当事者の関係者、地域住民を対象に、学習会などを通し人権問題の基本的認識を高め、人権感 

覚の向上に努める。 

・差別を起こした当事者が、匿名のメールや貼紙等により特定が出来ない場合も、必要な関係機関と連携

し、可能な限り指導または啓発につながる取組を行う。（例:メール送信元への返信等） 
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③対外的な対応 

・危機発生時には、組織的な対応が求められるので、問い合わせ等には、担当課（総務部局）で確認した

公開できる情報のみ正確に発信する。個人情報保護に充分留意し、個人的または断片的な情報、偏重し

た発信はしない。 

④成果の報告 

                     ・差別事象に関する最終報告を取りまとめ、当該市町長が宇城地域人権危機管理連絡協議会（以下「協

議会」という。）へ報告する。(※報告内容は可能な限り簡潔にし、①・②の各事項毎に A４用紙１枚程

度にまとめる。) 

 

 

 ⑶対策チームの設置          関係者が広域にわたるなど、当該市町での対応が難しい場合、当該市町長が対策チーム設置を最終的に

判断した場合、別紙（様式第１号）及び時系列に取りまとめた報告書を協議会へ提出する。宇城市（人権

啓発課、生涯学習課、教育総務課）、美里町（総務課、社会教育課、学校教育課）、宇土市（総務課、生涯

活動推進課、学校教育課）、宇城教育事務所（社会人権教育担当、学校人権教育担当）、宇城人研の担当者、

関係機関（団体）が集まり、担当課（総務部局）、各市町、宇城教育事務所、宇城人研、関係機関（団体）

から対策チームを編成し、事件終息まで以下のことを行う。対策チームの主管は担当課（総務部局）であ

るが、対策チームのメンバーの編成及び招集については、本協議会事務局が行う。※状況に応じてメンバ

ーの変更もある。 

 

①情報の共有 

                     ・対策チームは、情報を共有化し、今後の対応方針などを確認する。 

②支援・援助 

                       ・当該市町の必要に応じて、事件終息に向けてのアドバイスやサポートを行う。 
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⑷報道機関への対応          ①個人的な情報については、基本的人権を尊重する立場から個人のプライバシーについて最大限尊重し、   

                   非公開とする。 

②報道機関に情報を提供する場合は、担当課（総務部局）で確認し公開できると判断した事実の情報の    

 み提供する。 

③報道機関に情報を提供する場合は、情報の量、質等に差が生じないよう各社公平に対応する。 

④偏った情報で差別を受けた（起こした）当事者の関係者（家族・勤務先等）をさらに傷つけない為に  

 も、報道機関への窓口は、総務部長（課長）のみとし情報の混乱等を防ぐ。 

 

 

 ⑸関係者への対応          ①担当課（総務部局）は、差別を受けた（起こした）当事者の関係者（家族・勤務先等）へ連絡し、訪問

等により事実関係を説明する。 

                   ②担当課（総務部局）は、差別を受けた（起こした）当事者の心のケアが必要な場合は、関係者（家族・

勤務先等）の同意を得て共に心のケアに努める。必要であれば、専門機関の紹介を行う。 

③必要に応じて、担当課（総務部局）は関係者（家族・勤務先等）に事実関係及び今後の方針を説明する。 

 

 

 ⑹法務局との連携          ①必要に応じて、法務局とも連携を取り対応する。 

 

 

⑺警察との連携           ①担当課（総務部局）は、インターネット・携帯電話での差別書き込みなどに対しては、警察を通じ掲示

板等の開設者、管理人、プロバイター等に削除依頼をする。 

②差別落書き、匿名での投書、面識が無いものからの差別発言（行為）など、相手が特定できない場合は、

警察に相談する。 
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３３  事事後後対対策策  

 

⑴協議会への報告及び終息       担当課（総務部局）は、次の事項について、協議会に最終報告し終息とする。 

                  ①原因の調査 ②学習会の開催 ③再発防止に向けた今後の取組 

                   （※報告書の内容は可能な限り簡潔にし、①～③の各事項毎にＡ４用紙１枚程度にまとめる。） 

 

⑵二次トラブルの防止         情報の行き違いや誤解等により、「もう人権問題とは関わりたくない」「人権問題で苦労させられた」とい

うマイナス的な感情に傾く可能性があるので、以下のことに留意する。 

                   ①対応する者の共通意識として、如何なる状況にあっても過度の謝罪を求めるなど、感情的な対応になら

ないこと。 

                   ②謝罪や補償等の強要にならないようにすること。 

                   ③関係機関と綿密に連携をとり、情報の共有化を図ること。 

 

 

⑶再発防止             ①今回の差別事象に対する最終報告を活用し、各機関が再発防止に向けた取組を行う。 

                   ②協議会は、総合的な分析により、マニュアルの見直しを含む今後の再発防止策を講ずる。 

 



【第　　　　　報】
氏名 所属 電話

受信者 氏名 所属 電話

緊急対応状況
（どう対応したか）

関係者への
連絡

処理日時：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　分（２４時間表示）

その他の
対応

処理日時：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　分（２４時間表示）

受
信
者
の
対
応

発生又は確認日時 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　時　　　　　　分　（２４時間表示）

発生場所
（住所・施設名称）

発生状況

危 機 情 報 連 絡 表

　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　　　　時　　　　　　　分　（２４時間表示）

報告者

報告日時

危機事象の概要
（何が起きたか）



（様式第１号） 
○○○○第○○○号 
○○年○○月○○日 

 
 
宇城地域人権危機管理連絡協議会 
 会 長 ○ ○ ○ ○ 様 
 
 

○○○市・町長 ○ ○ ○ ○ 印 
 
 

宇城地域人権危機管理連絡協議会対策チームの設置について 
 
 ○○○○差別事象について、本協議会の対策チームを設置する必要があると

判断したので、別紙、報告書を添えて提出します。 



担当課（総務部局）へ報告

所属長へ報告

当事者へ事実確認

５Ｗ１Ｈ

当事者の関係者（家族・勤務先等）へ連絡

市長・町長へ報告

他市町担当課・教育委員会、宇城教育事務所、関係機関（団体）へ連絡

報道機関への対応
窓口の一本化

対策チームの設置
担当課（総務部局）、各市町、宇城教育事務所、宇城人研、関係

機関（団体）で編成。対策チームの主管は担当課（総務部局）。
担当課（総務部局）で対応

関係者（家族・勤務
先）への対応

共同で再発防止に向けた取組を展開

差別事象に対するフローチャート図（一般）

警察・法務局との連携

各市町の人権教育の充実

支援・援助

※当該市町での対応が難しい場合（当該市・町長が判断）

協 議 会

最終報告：①原因の調査 ②学習会の開催 ③再発防止に向けた今後の取組

市・町

※最終報告



･・・  連絡経路

･・・ 対策チーム加入

　

　

【一　般　用】

宇城市人権ﾈｯﾄﾜｰｸ
（詳細図あり）

生涯学習課：0964-27-4300

教育総務課：0964-32-1907
人権啓発課：0964-32-1708

宇土市人権ﾈｯﾄﾜｰｸ
（詳細図あり）

生涯活動推進課：0964-22-6510

学校教育課：0964-22-6502

総 務 課：0964-22-1111

宇城教育事務所
0964-32-3042

熊本県教育委員会
人権同和教育課・関係課

096－333-2702

熊本県
人権同和政策課

096－333-2297

部落解放同盟

熊本県連合会

豊野支部
0964-45-3829

部落解放同盟

熊本県連合会

096-353-2677

宇城人研教育研究

協議会（事務局）
0964-32-3042

熊本県人権教

育研究協議会
096-384-5454

美里町人権ﾈｯﾄﾜｰｸ
（詳細図あり）

学校教育課:0964-46-2115
社会教育課:0964-46-2038

総 務 課:0964-46-2111

管内県立学校
松橋高校
：0964-32-0511
小川工業高校
：0964-43-1151
宇土中学校・宇土高校
：0964-22-0043
松橋支援学校
：0964-32-0729

松橋東支援学校

：0964-32-1726

松橋西支援学校

：0964-32-2797

宇城地域人権危機管理連絡協議会(事務局）

※ 差別事象が単市町で発生した場合は、当該市町が連絡を行う。

また、差別事象が２市町以上で発生した場合は、本協議会事務局が連絡を行う。

宇城警察署
0964-33-0110

法務局
096-364-2145（熊本）

0964-22-0320（宇土）

報道機関

熊本県人権センター
(相談窓口）
096-384-5822

宇城小中学校校長会
松橋中：（0964-33-1130）

宇土市小中学校校長会
住吉中：（0964-22-0346）

美里町小中学校校長会
励徳小：（0964-48-0106）

（各市町学校所管課）



学校教育課 生涯活動推進課 総務課

教育部長 総務部長

教育長 市長

宇土市人権ﾈｯﾄﾜｰｸ 詳細図

各部長

総務課長

市職員教育委員 市校長会

市内各小中学校

単ＰＴＡ

市ＰＴＡ連会長

市議会

宇城ＰＴＡ連会長

全体図へ 全体図へ

福祉課・子育て支援課

健康福祉部長



教育総務課 生涯学習課 人権啓発課

教育部長 総務部長

教育長 市長

宇城市人権ﾈｯﾄﾜｰｸ 詳細図

各部長

総務課長

市職員教育委員 市校長会

市内各小中学校

単ＰＴＡ

市ＰＴＡ連会長

市議会

宇城ＰＴＡ連会長

全体図へ 全体図へ

保育園課

健康福祉部長



℡0964-46-2115 ℡0964-46-2111
【学　校】 　　　　　　　【一　般】　　

学校教育課 社会教育課
総 務 課

行 政 係

総務課長

教 育 長 町 長

美里町人権ﾈｯﾄﾜｰｸ 詳細図

各課長

町職員

教育委員
町校長会

町内各小中学校

単ＰＴＡ

町ＰＴＡ連合会長

町議会事務局

全体図へ 全体図へ

社会教育課長学校教育課長


